
重要な会計方針

１．運営費交付金収益の計上基準

２．減価償却の会計処理方法

  （１） 有形固定資産

  定額法を採用しております。

  なお、主な資産の耐用年数は、以下のとおりであります。

建物 　８～４７年

構築物 ５～５０年

船舶 ４～１４年

車両運搬具 ５～　７年

工具器具備品 ２～１７年

　（２） 無形固定資産

  定額法を採用しております。

３．賞与引当金及び見積額の計上基準

４．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

５．たな卸資産の評価基準及び評価方法

  先入先出法による低価法によっております。

６．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

  （１） 国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法

各地区の港湾管理条例や財産使用料条例等を参考に計算しております。

　（２） 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

７．リース取引の処理方法

８．消費税等の会計処理

   消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

　当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（平成２７年１
月２７日改訂）並びに「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するＱ＆Ａ」（平成２
８年２月改訂）（以下、独立行政法人会計基準等という）を適用して、財務諸表等を作成しております。
　ただし、「独立行政法人会計基準」第４３（注解３９）の規定については、「独立行政法人通則法の一部を
改正する法律」の附則第８条により経過措置を適用していることから、経過措置終了まで、現行セグメント
区分に基づくセグメント情報の開示を行っております。
　また、「独立行政法人会計基準」第８１（注解６０，注解６１）の規定については、経過措置を適用している
ことから、改訂前の第８１（注解６０）を適用しております。

   リース料総額が３００万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に
準じた会計処理によっております。
   リース料総額が３００万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によっております。

  賞与引当金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与に係る引当金は計上して
おりません。
  なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与見積額は、当事業年度末における引当外賞
与見積額から前期末の同見積額を差し引いた額を計上しております。

  退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上
しておりません。
  なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、独立行政法人会計基準
第３８に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。
  これには、国からの出向職員に係るものが含まれております。

　収益化単位の業務及び管理部門の活動ごとの見積り費用と実績費用の管理体制を構築することに一
定の期間を要するため、経過措置を適用し、費用進行基準を採用しております。

  また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第８７）及び資産除去債務に対応する特定の除去
費用等（独立行政法人会計基準第９１）に係る減価償却相当額については、損益外減価償却累計額
として資本剰余金から控除して表示しております。

  なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいておりま
す。

　平成２８年４月１日付け事務連絡「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成２７
事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて（留意
事項）」（総務省行政管理局、財務省主計局法規課公会計室）に基づき、0％で計算しております。




